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１．はじめに 
 
2026 年 1 月 12 日、証券取引委員会（SEC）は、

eAMEND ポータルを通じた定款変更申請の分類、

処理および提出に関する改正ガイドラインとし

て、Memorandum Circular（MC）No. 3-2026 を発行

しました。本ガイドラインは、最新の手続に従っ

て変更書類が提出されない場合の罰則も定めてい

ます。 
 
２．簡易手続 
MC No. 3-2026 は、eAMEND ポータルにおける簡易手続の対象となる変更申請の範囲を拡大

しました。従前は、簡易手続は定款（AOI）および付属定款（By-Laws）の一部の変更に限

定されていましたが、新ガイドラインでは、会社名、事業目的、取締役数の増減、ならびに

付属定款の最大 4 項目に関する変更なども簡易手続となりました。  
 
簡易手続 ― 対象となる変更事項 

区分 改正前（MC 3, S. 2024） 改正後（MC 3, S. 2026） 

定款 1. 主たる事務所の住所変更 
2. 取締役・評議員の増減 
3. ⼀⼈会社（OPC）の事業年度 
4. 条項の削除および/または追
加（会社の⽬的、資本⾦、また
は株式の再分類に関するものを
除く） 

1. 前⽂条項 
2. 会社名・商号 
3. 主たる⽬的 
4. 副次的⽬的 
5. 主たる事務所の住所変更 
6. 存続期間 
7. 取締役・評議員数の増減 
8. 株式の特徴（資本⾦の増加または株式
の再分類・分類解除と同時に申請する場
合を除く） 
9. 名称変更に関する誓約条項 
10. ⼀⼈会社（OPC）の事業年度 
11. 単独法⼈の定款変更 

附属定款 1. 株主・社員総会の年次開催⽇ 
2. 事業年度 

1. 附属定款における会社名の採⽤ 
2. 株式の譲渡および株主の権利に関する
条項（先買権・優先購⼊権等） 
3. 単独法⼈の定款変更 
4. ⾮株式会社の税制優遇に関する条項 
5. 株主・社員総会の年次開催⽇ 
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6. 事業年度 
7. 帳簿の監査および配当 
8. 印章 
9. 株式の引受・発⾏・譲渡 
10. 会員の停⽌・除名・資格喪失 
11. 株主・社員の議決権代理⾏使の形式お
よび⽅法 
12. 取締役・評議員以外の全役員の選任・
任命・資格・職務・任期 
13. 株主・社員の定時総会の開催場所・⽅
法 
14. 取締役・評議員の権限・資格・職務・
任期・報酬 
15. 株主・社員総会の定⾜数 
16. 取締役・評議員の定時・臨時会議の開
催⽇時・場所・⽅法 
17. 株主・社員の臨時総会の開催⽇時・場
所・⽅法 
18. 2〜4 条項に関する附属定款の変更 
19. 委員会が定めるその他の変更 

従前は、書類提出後に PAF が発行され、申請者は 45 日以内に支払う必要がありました。 新
ガイドラインでは、eAMEND ポータルを通じた変更申請の提出に先立ち、システムにより

支払査定書（PAF）が作成され、申請者は当該 PAF の受領から 10 日以内に適用される申請

手数料の 100％を前払いする必要があります。  
 
申請者は、定款または付属定款の変更に関する電子的な提出証明書が発行された日から 15
暦日以内に、変更書類の紙媒体 2 部を委員会に提出する必要があり、従前のガイドラインの

30 日から短縮されました。期間内に提出しない場合、5,000 ペソの罰金、申請の取消および

手数料の没収まで、段階的に罰則が科される可能性があります。ただし、再度手数料を支払

い、新たに申請を行うことは妨げられません。  
 
変更提出証明書（Certificate of Filing）の原本は、提出書類の受領後に実施される審査（7 営

業日以内に完了）を経た後に発行されます。  
 
３．通常手続（Regular Processing） 
通常手続には、会社およびパートナーシップの解散、パートナーシップ契約の変更、付属定

款の 5 項目以上の変更、ならびに会社形態の変更が含まれます。 
 
通常手続 ― 対象となる変更事項 
改正前（MC 3, S. 2024） 改正後（MC 3, S. 2026） 

1. 組合の変更または解散 
2. MC 3, S. 2024 の第 1 条 A 項(a)に規定される

もの以外の、国内法人（株式・非株式を問わ

ない）の定款または附属定款の変更 

1. 新附属定款の制定 
2. 5 条項以上に関する附属定款の変更 
3. 会社の存続期間の短縮による解散（提

案された満了が 1 年以上または 1 年未満の
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3. 一人会社（ OPC ）から普通株式会社

（OSC）への転換、およびその逆 
4. 現金による一人会社（OPC）の資本金の増

加 
5. MC 3, S. 2024 の第 1 条 A および B の組み合

わせ 

いずれの場合も、RCC第 136条および MC 
No. 05 S. 2022 に基づく） 
4. 組合定款の変更 
5. 組合の解散 
6. 株式会社から非株式会社への転換 
7. 一人会社（OPC）から普通株式会社

（OSC）への転換 
8. 普通株式会社（OSC）から一人会社

（OPC）への転換 
9. 単独法人から普通非株式会社への転換 
 
注：組合は複雑な取引に該当するが、通

常手続きの対象となる。 
 
申請者は、eAMEND ポータルを通じて必要書類を提出し、その後 PAF 発行日から 10 日以内

に手数料を支払う必要があります。支払がなされない場合、申請は自動的にシステムから削

除されます。新ガイドラインでは、申請者は手数料支払後 30 日以内に提出書類原本を提出

しなければなりません。これを怠った場合、申請は取消または放棄されたものとみなされ、

支払済み手数料は没収されます。 
 
両手続において、提出書類の多くは eAMEND 上で生成またはダウンロード可能です。ま

た、CRMD Monitoring Clearance の代替として、Affidavit of Undertaking for Monitoring の提出

が求められます。さらに、本ガイドラインは SEC から発出される指摘事項（compliance 
remarks/letters）への対応期限も定めており、期限内に対応しない場合、申請の取消または放

棄につながる可能性があります。 
 
４．適用除外 
以下の申請は本ガイドラインの対象外とされています。 
・資本金の増減 
・株式の再分類または区分変更 
・株式の転換 
・額面金額の変更 
 
また、外国会社に関する変更（ライセンス変更等）は、現時点では電子メールにより提出す

る必要があります。 
 
これらの適用除外の申請に関する手続および期間については明示されていません。 
 
５．企業の取るべき対応 
本ガイドラインは、対象となる変更申請手続を簡素化し、迅速化・効率化することを目的と

しています。ただし、資本金の変更や株式の再分類などの適用除外事項については本ガイド

ラインの対象外であるため、事前確認が必要です。対象となる変更を予定する企業は、本制

度の活用により、より円滑な手続が可能となります。 
 
新しいガイドラインに関しては、こちらをご参照ください。 
 
 
 
 

https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2026/01/2026MC_SEC-MC-3,-S.-of-2026-Submission-of-Amendment-Applications-Filed-through-the-eAMEND-Portal-v2.pdf
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◆ One Asia Lawyers  ◆ 
「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルア
ドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Group は、
日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成さ
れ、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  
この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal又は info@oneasia.legal までお願いし
ます。 
なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーフ

ァームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グルー

プ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的

に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご

相談ください。 
＜著 者＞ 

 難波 泰明 
弁護士法人 One Asia 大阪オフィス パートナー弁護士 
大阪市内の法律事務所での約 7 年間の勤務を経て独立し、法律事務所の経営
に携わり、国内企業の人事労務、紛争解決、知的財産、倒産処理建築紛争、

マンション管理、一般民事事件、刑事事件のほか、大阪市債権管理回収アド

バイザーなどの自治体実務を取り扱う。包括外部監査人補助者も複数年にわ

たり務め、活用賞を受賞。 
2021年 9月、弁護士法人 One Asiaに参画。フィリピンチームを担当し、2023
年からフィリピンに駐在。フィリピン進出に関する法令調査、人事労務、各

種コンプライアンス、M&A、債権回収、撤退支援など、幅広くアドバイス

を提供している。 
APAC Insider Best Labor Dispute Lawyer 2024 受賞 
yasuaki.nanba@oneasia.legal 

 

カミーユ・ヒマラ フィリピン法弁護士 
 
2018 年、フィリピン大学で法学博士号を取得。クラス上位 10 位以内の学業

優秀者に贈られる学部長賞を受賞。また、Order of the Purple Feather (UP Law 
Honors Society)のメンバーでもある。 
2022年、日本政府（文部科学省）の奨学金を得て、法学部のヤング・リーダ

ーズ・プログラム（YLP）に参加。2023 年、九州大学にて法学修士号を取

得。 
2023年に One Asia Lawyersに入所し、フィリピンの企業設立・投資、労働・

雇用、データプライバシー、会社法に関するアドバイスを提供している。 
 
camille.himala@oneasia.legal 
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